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鹿児島県で回収された死亡野鳥における鳥インフルエンザ検査状況等について 

（H2７.1２.２5） 

 

 現時点での検査状況等について、以下のとおりお知らせします。 
番

号 

都道府

県 

場所 種名 回収日 簡易 

検査 

遺伝

子検

査 

確定検査 監視重点区

域指定状況 

１ 鹿児島県 出水市 ナベヅル 12/19 回

収 

陰性 12/21

陽性 

12/25 

インフルエンザウイ

ルスは分離されず 

12/21指定 

12/25 

13 時解除 

         

 

         

（太枠内下線が今回の情報です。） 
 

【今回の案件（No.１）について】 

 ２１日（月）、鹿児島大学（確定検査機関）の遺伝子検査において陽性とされ

た死亡野鳥について、同大学において実施された確定検査により、A 型インフル

エンザウイルスは分離されませんでした。また、現地での重点監視を通じて野鳥

の大量死等は確認されていません。このため、現在設定している野鳥監視重点区

域は、本日１３時に解除します。 

 

 

【参考：No.１の案件】 

１ 主な経緯等 

（１）死亡野鳥の回収地点 

   鹿児島県出水市（いずみし）   

 

（２）経緯 

・ ナベヅル幼鳥１体の死亡個体を回収（１２月１９日）。 

・ ２１日（月）に、鹿児島大学（確定検査機関）において遺伝子検査を実

施したところ、A 型インフルエンザウイルス遺伝子が陽性と判明したと

報告があった。 

・ ２１日、回収地点の周辺１０Km 圏内を野鳥監視重点区域に指定。 

・ ２１日、鹿児島大学において確定検査を開始。 

・ ２５日、確定検査結果の判明。検査終了。 

 

２ 対応 

（１）野鳥監視重点区域は解除。 

 

 

鹿児島県、熊本県同時発表 

 



 

（２） 全国での対応レベルは、すでに対応レベル２として監視を強化しており、

引き続き監視を強化。 

（３）「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」

（ http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/pref_0

809.html に掲載）に基づき適切に対応。 

 

３ 検査結果について 

 遺伝子検査では、不活化した（死んでいる）ウイルスの遺伝子にも反応し、陽

性となることがあります。今回の案件は、例えば、死亡野鳥が回収時点等に生き

ているウイルスを保有していなかったことが考えられます。 

 

 

※ 環境省はホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を

提供しています。（http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年１２月２5 日（金） 
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